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令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会会議録(第１号) 

令和２年９月１５日（火曜日） 

○議 事 日 程 

 令和２年９月１５日 午後１時３０分 開会 

 日程第 １  会議録署名議員の指名 

 日程第 ２  会期の決定 

 日程第 ３  管理者提案理由の説明 

 日程第 ４  認定第 １号 令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入 

               歳出決算認定について 

 日程第 ５  議案第 ５号 令和２年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正 

               予算（第１号）について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１２名） 

 １番 田 代 耕 一 君         ２番 勝間田 幹 也 君 

 ３番 本 多 丞 次 君         ５番 髙 橋 靖 銘 君 

 ６番 室 伏   勉 君         ７番 佐 藤 省 三 君 

 ８番 小 林 恵美子 君        １０番 薗 田 豊 造 君 

１１番 菅 沼 芳 德 君        １２番 岩 田 治 和 君 

１３番 髙 橋 利 典 君        １４番 高 畑 博 行 君 

○欠席議員 

 な し 

○説明のため出席した者 

 管 理 者        若 林 洋 平 君 

 副 管 理 者        池 谷 晴 一 君 

 副 管 理 者        勝 又 正 美 君 

 会 計 管 理 者        芹 澤 勝 徳 君 

 事 務 局 長        勝間田 邦 雄 君 

 消 防 長        勝間田 誠 司 君 

 庶 務 課 長        勝 又 久 生 君 

 事務局次長兼資源循環課長        岩 田 秀 也 君 

 事務局次長兼衛生センター所長        岩 田 隆 夫 君 

 消防次長兼管理課長        小 澤   進 君 

 予 防 課 長        外 山 貴 彦 君 
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 警 防 課 長        小 林 真 人 君 

 通 信 指 令 課 長        野 木 幹 雅 君 

 小 山 消 防 署 長        込 山 眞 治 君 

 御殿場消防署副署長        芹 澤 良 信 君 

 御殿場市経済外交戦略監        瀧 口 達 也 君 

 御 殿 場 市 企 画 部 長        井 上 仁 士 君 

 御 殿 場 市 総 務 部 長        山 本 宗 慶 君 

 御 殿 場 市 環 境 部 長        志 水 政 満 君 

 小 山 町 副 町 長        大 森 康 弘 君 

 小山町企画総務部長        野 木 雄 次 君 

 小山町住民福祉部長        小 野 一 彦 君 

○職務のため出席した事務局職員 

 庶務課総務スタッフ課長補佐        込 山 次 保 

 庶務課総務スタッフ主任        佐 藤 麻 子 

 庶務課総務スタッフ主任        稲   優 子 

 庶務課総務スタッフ主任        林   寛 隆 

 

 

 

○議長（髙橋利典君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので会議は成立いたしました。 

  ただいまから、令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を開会いたし

ます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開会 

○議長（髙橋利典君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（髙橋利典君） 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第１号）、管理者提案理由説明書、以上

でありますので御確認ください。 

  議案書及び議案資料は先に議員各位に配付済みであります。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 
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  会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、議長において１２番 岩田治和

議員、１４番 高畑博行議員、以上、２名を指名いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

  令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会の会期は、本日９月１５日か

ら１０月１９日までの３５日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（髙橋利典君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は３５日間と決定いたしました。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第３ 「管理者提案理由の説明」を議題といたします。 

  本議会に提出されました認定第１号及び議案第５号について、管理者から提案理由の

説明を求めます。 

  管理者 

○管理者（若林洋平君） 

  それでは、私のほうから説明をさせていただきます。 

  本日開会の御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会に提出をいたしました議案

の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。 

  議案は、決算案、予算案の２件となっております。 

  以下、議案番号に従い、順次御説明を申し上げます。 

  それでは、認定第１号「令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」申し上げます。 

  一般会計の決算概況は、歳入歳出予算３３億８５６万９，０００円に対しまして、歳

入総額が３３億２，１９５万７，５５８円、歳出総額が３２億５，３５９万４，５４１

円となっており、翌年度への繰越事業はございませんので、実質収支額は、歳入歳出差

引額と同額の６，８３６万３，０１７円となっております。 

  予算の執行状況につきまして、歳出から申し上げます。 

  歳出の内訳は、９０．３％に当たる２９億３，９２７万９，０００円が人件費、物件

費等の消費的経費でございます。 

  また、２．６％に当たる８，４７７万円が投資的経費で、消防車両更新整備事業等で

ございます。 

  その他の経費は、７．１％で、２億２，９５４万６，０００円でございます。 

  歳入の主なものにつきましては、市町の負担金が全体の８０．８％に当たる２６億８，
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４４５万円余、使用料及び手数料が２億７，６２５万円余、国庫補助金が１，２０４万

円余、県補助金が７３２万円余、繰越金が１億３，８８９万円余、組合債が４，７００

万円となっております。 

  その他は、財産運用収入、組合預金利子及び雑入で、１億５,５９４万円余でござい

ます。 

  次に、議案第５号「令和２年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算（第

１号）について」申し上げます。 

  今回の補正額は、４，９３６万４，０００円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ３２億２，９３６万４，０００円となります。 

  補正の背景、要因といたしましては、前年度繰越金の精算、並びに当初予算編成後の

事情変化により必要となりました経費の措置をするものでございます。 

  歳出は、総務管理費の諸施設整備等基金元金、斎場費の施設修繕費及び常備消防費の

一般諸経費消耗品費の増額でございます。 

  歳入は、令和元年度の決算確定に伴う繰越金の増額をはじめ、県支出金及び組合債の

増額等でございます。また、分担金及び負担金につきましては、繰越金から今回の補正

事項に係る増額分を差し引いた、１，２８４万３，０００円を減額するものでございま

す。 

  以上で、本日提出をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。 

  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第４ 認定第１号 「令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳

出決算認定について」を議題といたします。 

  この際、あらかじめ御了承願います。令和元年度決算の審議に当たっては、本日は当

局の決算書及び附属資料による内容説明のみとし、質疑については来る１０月１９日の

本会議において行いたいと思いますので、御了承願います。 

  当局から令和元年度決算の説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（勝間田邦雄君） 

  ただいま議題となりました、認定第１号について、内容の説明をさせていただきます。 

  資料１ 議案書の１ページ及び資料３ 決算附属資料１ページをお開きください。 

  それでは、初めに、決算の概要について説明させていただきますので、資料３ 決算

附属資料の１ページ、「一般会計決算概況」を御覧ください。 

  １の歳入総額は、前年度に比べ１．８％減の３３億２，１９５万７,５５８円、２の
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歳出総額は、前年度に比べ０．３％増の３２億５，３５９万４,５４１円となりました。 

  ３の歳入歳出差引額、いわゆる形式収支は、前年度に比べ５０．８％減の６，８３６

万３,０１７円でした。 

  ４の翌年度へ繰り越すべき財源はございませんでしたので、５の実質収支額は、形式

収支と同額となり、前年度に比べ５０．８％の減となりました。 

  ６の単年度収支額は、令和元年度の実質収支額から平成３０年度の実質収支額を差し

引いた額でございますが、７，０５３万７，０００円のマイナスとなりました。 

  ７から９の積立金、繰上償還金、積立金取崩額につきましては該当がありませんでし

たので、１０の実質単年度収支額は、６の単年度収支額と同額となります。 

  次に、２の市町の負担金の状況でございますが、（１）の負担金対象人口及び（２）

の項目別負担割合に基づき、（３）の項目別決算額の合計欄のとおり、御殿場市が２１

億２，６０１万５，０００円、小山町が５億５,８４３万８，０００円の、計２６億８，

４４５万３，０００円でございました。 

  次のページ、「歳入項別集計表」をお開きください。 

  各款項ごとの内容説明は、後ほど歳入歳出決算事項別明細書により説明させていただ

きますので、ここでは最下段の計の欄についてのみ説明させていただきます。 

  当初予算額は３１億５，０００万円でございましたが、補正予算で１億５，８５６万

９，０００円の増額をしたため、予算現額の計は３３億８５６万９，０００円となりま

した。 

  ３ページに移りまして、調定額は３３億２，１９５万７，５５８円で、収入済額は調

定額と同額です。 

  執行率は対予算が１００．４％、対調定が１００％で、前年度に対しては１．８％の

減となりました。 

  次のページの「歳出目別集計表」をお開きください。 

  こちらも最下段の計の欄についてのみ説明させていただきます。 

  ４ページの予算現額につきましては、歳入で説明した額と同額でございます。 

  ５ページ、支出済額は３２億５，３５９万４，５４１円で、翌年度繰越額はございま

せんでしたので、予算現額の計から支出済額を差し引いた不用額は、５，４９７万４，

４５９円となりました。 

  支出済額の予算現額に対します執行率は対予算が９８．３％で前年度に対して、０．

３％の増となりました。 

  次のページの「目的別・性質別経費の状況」をお開きください。 

  初めに、６ページ消費的経費のうち、人件費は、事務局職員２４名、消防署員１５２

名の職員の給料、各種手当、共済費などが主なものでございます。 
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  物件費は、消耗品、燃料費、施設や機器の清掃・保守点検委託などが主なものでござ

います。 

  維持補修費は、施設や機器の修繕、補修に要した経費でございます。 

  扶助費は、児童手当です。 

  補助費などにつきましては、各種事業の負担金・交付金、建物や自動車などの保険料

などが主なものでございます。 

  次に、７ページの投資的経費でございますが、常備消防費におきまして普通建設事業

費の補助事業は、御殿場消防署水槽付き消防ポンプ自動車購入費、単独事業で主なもの

は御殿場消防署資機材搬送車、半自動除細動器購入費、御殿場消防庁舎電灯ＬＥＤ化修

繕事業などとなっております。 

  その他の経費のうち公債費は、組合債の元金及び利子で、積立金・出資金等は諸施設

整備等基金への元金及び運用利子の積立て及び職員退職手当基金運用利子の積立てでご

ざいます。 

  各経費の構成割合は、最下段に記載のとおりでございます。 

  次のページ、「性質別経費の財源内訳」をお開きください。 

  ９ページ右の欄、財源構成の下段、合計欄のとおり、特定財源は１５．３％で、市町

の負担金等が主たる財源となる一般財源は、８４．７％となりました。 

  特定財源の主なものは、廃棄物処理手数料、焼却センター発電売電料、水槽付きポン

プ自動車導入事業に係ります組合債などです。 

  次のページ、「経費別構成状況」をお開きください。 

  この表は、歳出の目ごとに、節の区分別の構成状況を一覧にしたもので、上段が目の

区分となり、左の欄が節の区分となります。 

  目別では１０ページの塵芥処理費が３０．１％、１１ページの常備消防費が４３．

５％、節別では１３節焼却センター・再資源化センター運営維持管理費などの委託費が

３０．６％と、それぞれ大きな割合を占めております。 

  次のページ、「組合債の目的別・借入先別現在高」をお開きください。 

  １２ページの左の欄が区分ごとの平成３０年度末の現在高です。 

  令和元年度は、水槽付きポンプ自動車導入事業に対して、４，７００万円の借入れを

行う一方、１億４，５５０万余の元金及び利子を償還したため、令和元年度末現在高は、

１９億２，４７３万円余となり、平成３０年度末に比べまして８，９９８万円余の減と

なりました。 

  借入先別の内訳につきましては、市町村振興協会や市内の金融機関の借入れとなって

おります。 

  なお、元年度末借入れ件数の合計は２件減の２０件となっております。 
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  次の１４ページから２６ページまでは、各所属別の事業実績となっておりますので、

後ほど御覧ください。 

  ２７ページをお開きください。 

  このページは一般会計の未収入調書でございますが、該当はございませんでした。 

  次に、２８ページをお開きください。 

  この表は一般会計の５００万円以上の収入減調書でございますが、該当ございません

でした。 

  次のページ、２９ページは、一般会計の予算現額と支出済額に５００万円以上の予算

残が生じた事業でありますが、こちらにつきましても該当ございませんでした。 

  ３０ページをお開きください。 

  この表は、ごみ焼却施設周辺整備事業の実施状況を一覧としたものでございます。 

  次の３１ページは、令和元年度に実施しました主要事業の実績を一覧としたものでご

ざいます。 

  以上が、令和元年度決算の概要説明となります。 

  続きまして、詳細の説明をさせていただきますので、資料２ 令和元年度一般会計歳

入歳出決算書を御用意ください。 

  初めに、事項別明細書により、歳入から説明させていただきますので、決算書の１０

ページ、１１ページをお開きください。 

  １款１項１目負担金は、構成団体の御殿場市と小山町からの負担金で、前年度比３億

１，３６４万円余、１３．２％の増となりました。 

  決算附属資料１ページにあります項目別の市町の負担割合率によりまして算定されて

おります。 

  ２款使用料及び手数料は、前年度比４９０万円余、１．８％の増となりました。 

  １項１目総務使用料は、行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づく使用料で

ございます。 

  ２目衛生使用料は、斎場の火葬炉、告別式場及び霊安室の使用料でございます。 

  決算附属資料１４ページ、１５ページに斎場の使用状況が掲載されておりますので、

御覧ください。 

  ２項手数料は、前年度比１．５％の増となりました。 

  １目衛生手数料の備考欄、焼却廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋以外で、焼却センタ

ーへ自己搬入された焼却ごみの処理手数料でございます。 

  再資源化廃棄物処理手数料は、再資源化センターへ自己搬入された粗大ごみ・不燃ご

み等の処理手数料です。 

  指定ごみ袋廃棄物処理手数料は、市町民が集積所などに指定ごみ袋を利用して廃棄物
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を処理する際の手数料でございます。 

  ２節斎場手数料は、斎場で交付しました分骨証明に係る手数料でございます。 

  ２目消防手数料は、危険物施設の変更許可及び完成検査の申請が減少したことに伴い

まして、前年度比１１９万円余、２７．８％の減となりました。 

  煙火消費許可申請につきましては前年同様、３５件の申請がございました。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３款１項国庫補助金は、前年度比１４．７％の減額となりました。 

  備考欄の、東富士演習場周辺消防施設設置助成事業費補助金は、御殿場消防署に配備

いたしました水槽付消防ポンプ自動車の更新に係る補助金でございます。補助率は、基

準額の３分の２となっております。 

  ４款１項県補助金は、前年度比１２４．３％の大幅増となりました。 

  １目消防費補助金の備考欄、一部事務組合等防災力充実強化総合支援事業費補助金は、

化学防護服や空気呼吸器などの整備費のほか、御殿場消防署に配備しました資機材搬送

車の更新事業などに対して交付された補助金で、補助率は３分の１でございます。 

  ５款１項財産運用費は前年度比６．６％の減となりました。 

  １目利子及び配当金は、備考欄記載の基金利子でございます。 

  ６款１項１目繰越金は、前年度からの繰越金で、前年度比２億３，０９８万円余、６

２．４％の大幅減となりました。 

  減の理由でございますが、前年度決算には、ＲＤＦセンターの解体費用、２億９,９

２４万円余が明許繰越金として計上されておりましたが、これがなくなったことによる

ものでございます。 

  備考欄にあります、前年度繰越金１億３,８８９万円余は、平成３０年度決算の歳入

歳出差引額でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ７款１項１目組合預金利子は、歳計金預金利子でございますが、前年度比、９３．

５％減です。これは平成３０年度１０月から、組合の預金口座を、預金の全額保護され

る無利息型普通預金に切り替えたため減となりました。 

  ２項１目雑入の備考欄、環境保全負担金は、焼却センターの焼却灰の資源化処分に伴

います特別目的会社ＳＰＣ、御殿場・小山環境テクノロジーからの負担金です。 

  焼却センター発電売電料は、焼却センターで発電しました電気を日立造船株式会社に

売電した料金です。各月ごとの電力量の推移を、決算附属資料の１６ページに発電デー

タとして取りまとめてありますので、後ほど御覧ください。 

  再資源化物売却料は、再資源化センターの稼働に伴います同センターを運営するＳＰ

Ｃ御殿場・小山エコパートナーズ株式会社が、ビン、缶、ペットボトルなどの資源物を
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組合から買い取った金額と、その売却益の一部を上乗せした金額を、組合に支払われた

ものでございます。 

  同様に、コンテナ洗浄料は、資源物等の回収用に使用して、汚れたコンテナを御殿場

市から受託して同センターで洗浄を行った料金でございます。 

  東名救急業務支弁金は、東名高速道路での救急業務に対しまして、特別な財政負担が

生じることから、中日本高速道路株式会社から財政措置されたものでございます。 

  静岡県市町村振興協会助成金は、消防大学校の研修に対する助成金です。 

  静岡県消防学校職員派遣市町村助成金は、当組合から県の消防学校に派遣している職

員の人件費に係る負担金でございます。 

  その他雑入の主なものは、地方公務員災害補償基金の負担金確定に伴います償還金、

車両更新に伴います自動車重量税の還付金などとなっております。 

  ８款組合債は、前年度比１７６．５％の大幅増となりました。 

  １項１目消防債の備考欄、水槽付ポンプ自動車更新整備事業は、県市町村振興協会か

ら借り入れたもので、借入利率は年０．０１％、償還期間１２年で借り入れたものでご

ざいます。 

  なお、３０年度は、高規格救急車導入事業といたしまして、県市町村振興協会から１，

７００万円の借入れを行ったため、対前年度比では大幅な増となりました。 

  以上、１５ページの下段の調定額及び収入済額は、同額の３３億２，１９５万７，５

５８円となりました。 

  続いて、歳出の説明をさせていただきますので、１６ページ、１７ページをお開きく

ださい。 

  歳出につきましては、右側の備考欄を中心に説明させていただきますが、人件費、車

両管理費及び一般諸経費につきましては、特に必要がある場合を除き、説明を省略させ

ていただきます。 

  なお、備考欄の大きな数字は大事業、丸囲みの数字は細事業で、括弧内の数字は予算

現額でございます。 

  １款１項１目 議会費の執行率は、９３．８％でした。 

  ３の①は、町田市の町田消防署、三鷹市の三鷹消防署への議員行政視察に要した経費

でございます。 

  ２款１項１目一般管理費の執行率は、９９．２％でした。 

  １の⑤は、定年退職者４人分、早期退職者２人分の退職手当と事務局及び消防職員に

係る児童手当でございます。 

  １の⑥は、職員の公務中の災害補償に備えた地方公務員災害補償基金への負担金でご

ざいます。 
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  次のページをお願いいたします。 

  ３の①は、組合事務室の維持管理に係ります御殿場市への負担金でございます。 

  ②は、斎場のほか、各施設の建物損害共済の保険料です。 

  ４の①は、職員の健康診断のほか、現場作業に従事する職員の破傷風の予防接種や、

Ｂ型肝炎の抗体検査などに要した経費でございます。 

  ③、④、⑥及び⑦は、それぞれ記載の事務に係ります御殿場市への負担金でございま

す。 

  ⑧は、職員採用試験などに要した経費です。 

  ５の①から③は、それぞれ記載の元金または利子を、それぞれの基金に積み立てたも

のでございます。 

  ８の①と②は、業務で使用しているパソコンのネットワークシステムなどの維持管理

に係ります御殿場市への負担金です。 

  ③は、組合の出納事務に係ります御殿場市への負担金です。 

  次に、３款１項１目斎場費の執行率は、９８．４％でした。 

  次のページをお願いいたします。 

  備考欄１の①は、火葬炉台車ブロック交換修繕や、再燃炉、床アーチ修繕などに要し

た経費です。 

  ②は、火葬炉用の灯油代、冷暖房用のプロパンガス代、水道料及び電気代でございま

す。 

  ③は、火葬等業務のほか、設備の保守点検等の委託に要した経費です。 

  ④は、斎場敷地の土地借上料です。 

  次に、２項１目塵芥処理費の執行率は９９．３％でした。 

  ２の①は、焼却センターの運営維持管理費のほか、ごみ計量業務等、焼却センターの

運営・維持管理委託料としてＳＰＣに対して支払った経費でございます。 

  ②は、焼却灰を資源化するに当たり、受入先の自治体であります三重県伊賀市及び茨

城県鹿嶋市へ支払った環境保全負担金でございます。 

  ③は、焼却センター敷地等の土地借上料です。 

  ④は、焼却センター周辺地元区であります板妻区、神場区内での道路など、資料４、

決算附属資料３０ページに記載の事業に対する御殿場市への負担金でございます。 

  ３の①は、再資源化センターの運営維持管理委託料として、ＳＰＣに対して支払った

経費でございます。 

  ②は、小型家電類や廃乾電池、廃蛍光管などの処理委託料及び小山町の最終処分場へ

の埋立物の運搬手数料でございます。 

  ③は、再資源化センター敷地の土地借上料でございます。 
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  ４は、指定ごみ袋の作製、配送、販売等の業務に要した経費でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２目し尿処理費の執行率は９６．８％でした。 

  ２の①は、処理棟、管理棟、井戸設備等に要した電気料です。 

  ②は、施設運転技術管理及び夜間機械警備に係る委託料です。 

  ③は、各種機器の定期的な保守・点検・整備等の委託に要した経費でございます。 

  ④は、水質・騒音・振動・悪臭等の各測定分析費でございます。 

  ⑤は、平成２９年に策定いたしました「衛生センター長寿命化総合計画」にのっとっ

た４０キロ施設沈殿槽内部装置交換修繕などの、各種機器の修繕及び部品交換に要した

経費でございます。 

  ⑥は、施設用地の土地借上料でございます。 

  ⑦は、し尿及び浄化槽汚泥の処理に必要な薬品類などの消耗品費でございます。 

  ⑨は、神場地先にあります最終処分場の維持管理や放流水水質分析、土地借上等に要

した経費です。 

  以上で、３款の説明を終わらせていただきます。 

  以下、４款消防費につきましては、消防長から説明をさせていただきます。 

○議長（髙橋利典君） 

  消防長 

○消防長（勝間田誠司君） 

  引き続き４款１項１目常備消防費について説明いたします。 

  同じく決算書の２４、２５ページをお願いいたします。 

  常備消防費の執行率は、９８．６％です。 

  備考欄１は、③の職員１５２人分の人件費が主なものです。 

  なお、人件費は、常備消防費全体の８４．５％を占めております。 

  ２の①は、消防本部庁舎以下５か所の庁舎管理に要した経費で、清掃管理、空調管理

などの業務委託が主なものです。 

  ②は、各庁舎の光熱水費です。 

  ③は、１１９番を受信する通信指令システムの専用回線や電話の使用に要した経費で

す。 

  ④は、各庁舎の修繕に要した経費で、１８件ありました。 

  大きなものとして、消防本部庁舎ＬＥＤ化修繕を実施いたしました。 

  なお、消防本部庁舎の車庫シャッターの緊急修繕に不足が生じましたので、予備費を

充用してございます。 

  ⑤は、富士岡分署の土地借上料です。 
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  ⑥は、ＯＡ機器の借上料及び浄化槽の清掃並びに消耗品が主なものです。 

  ３の①は、空気呼吸器用ボンベや化学防護服等の資機材の整備に要した経費です。 

  ②は、管内保育園の幼年消防クラブの育成に係る経費や広報紙の作成費が主なもので

す。 

  ③は、救急救命士の養成や病院研修等に要した経費です。 

  ④は、消防救助隊に要した経費です。 

  ⑤は、通信指令システムの保守委託や無線機の借上料が主なものです。 

  ⑥は、今年開催する予定でありました、東京オリンピック・パラリンピックの警備に

必要な物品の購入に要した経費です。 

  ４の①は、１０課程１９人の研修負担金等です。 

  ②は、１課程１人の研修負担金等です。 

  ③は、ガス溶接技能講習など５講習１２人の研修負担金等です。 

  ５は、オリンピック組織委員会への職員派遣に要した経費です。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６の②は、水槽付消防ポンプ自動車と資機材搬送車の２台の更新に要した経費です。 

  ７の中で大きなものとして、防火装備導入事業がございます。これは、職員が火災の

時に着用する防火衣を新たな基準にのっとった製品に仕様変更、グレードアップし、貸

与したものでございます。 

  令和元年度は、４年計画の１年目として、３０着購入いたしました。 

  ８は、全国、関東、県及び県東部のそれぞれの消防長会への負担金です。 

  以上で、４款１項１目常備消防費の説明を終わります。 

○議長（髙橋利典君） 

  事務局長 

○事務局長（勝間田邦雄君） 

  引き続き、５款以降について、内容の説明をさせていただきます。 

  ２６ページ、２７ページをお願いいたします。 

  ５款１項１目元金の執行率は、１００％でした。 

  ①から③の組合債の元金償還に要した経費でございます。 

  ２目利子の執行率は、９７．６％でした。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６款１項１目予備費は、２８ページ、２９ページに記載のとおり、元年度緊急な対応

が必要となった備考欄記載の科目の、事業に充用したものでございます。充用先の科目

で説明させていただきましたので、ここでの説明は省略させていただきます。 

  以上、歳出合計は、予算現額の３３億８５６万９，０００円に対して、支出済額は３
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２億５，３５９万４，５４１円で、不用額は５，４９７万４，４５９円となり、支出済

額の予算現額に対します執行率は９８．３％となりました。 

  次のページをお願いします。 

  実質収支に関する調書でございますが、冒頭に決算附属資料１ページの一般会計決算

概況で、同様の説明をさせていただきましたので、ここでの説明は省略させていただき

ます。 

  次に、３２ページ、３３ページは、公有財産のうち土地及び建物に関する調書でござ

います。 

  次の３４ページ、３５ページをお開きください。 

  基金は、職員退職手当基金及び諸施設整備等基金で、前年度末現在高は、合わせて１

億５，１００万円余でございました。 

  令和元年度は、諸施設整備等基金へ８，４００万円元金積立てを行いました。また、

利子積立てが合わせて４万円余あったため、年度末の現在高は、２億３,５０８万８，

１３１円となりました。 

  次に、３５ページから４０ページまでは、３０万円以上の物品について掲載してあり

ますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

  以上、認定第１号、令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合歳入歳出決算認定に係

る内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  以上で、認定第１号「令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出決

算認定について」の説明を終わりといたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第５ 議案第５号「令和２年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（勝間田邦雄君） 

  ただいま議題となりました議案第５号について、説明させていただきます。 

  資料５ 補正予算書の１ページをお開きください。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出の予算の総額にそれ

ぞれ４，９３６万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３２億２，９３６万４，

０００円とするものでございます。 

  第２条は、地方債の変更について定めるものでございます。 
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  最初に、歳出の内容について、歳入歳出予算事項別明細書の説明欄により説明させて

いただきますので、２２ページ、２３ページをお開きください。 

  ２款１項１目一般管理費の説明欄１、積立金は、諸施設整備等基金元金としまして４，

０００万円を積み立てるものでございます。 

  ２４ページ、２５ページをお開きください。 

  ３款１項１目斎場費の説明欄１、施設修繕費は、斎場待合棟の雨漏りを解消すべく、

屋上防水修繕を行うため、５２２万５，０００円の増額補正を行うものでございます。 

  ２６ページ、２７ページをお開きください。 

  ４款１項消防費の説明欄１、一般諸経費は、新型コロナ感染拡大防止資機材といたし

まして、感染防止衣、Ｎ９５マスク、サージカルマスク、消毒液並びに消防署員仮眠室

での職員間の感染予防を図るため、抗ウイルス加工のシーツと枕カバー購入のため、４

１３万９，０００円の増額補正を行うものでございます。 

  次に、歳入の内容について説明させていただきますので、１２ページ、１３ページを

お願いいたします。 

  １款１項負担金につきましては、繰越金の精算と歳出の補正の結果、市町の負担金を

合計で１，２８４万３，０００円減額するものでございます。 

  ３２ページ、３３ページの「負担金補正集計表」をお開きください。 

  繰越金の清算は①、充用先の調整は②、今回の第１号補正に計上しました歳出に係る

負担金は⑥でございます。これらを合算すると⑦の額になります。７月１４日に合意さ

れました市町の負担割合の見直しに伴います変更は⑤、これを加味した負担金は⑧のと

おり算定されました。 

  ⑧の欄の最下段のとおり、合計では１，２８４万３，０００円の減額で、内訳は御殿

場市が２，８２８万１，０００円の増額、小山町が４，１１２万４，０００円の減額と

なります。 

  １４ページ、１５ページをお開きください。 

  ３款１項県補助金につきましては、常備消防費補助金において、補助対象事業の精査

及び、補助メニューの見直し並びに活用によりまして、補正前予算３，９２２万６，０

００円に４４万４，０００円を増額し、３，９６７万円とするものでございます。 

  １６ページ、１７ページをお開きください。 

  ５款１項繰越金につきましては、令和元年度実質収支額６，８３６万３，０００円か

ら、繰越金としまして令和２年度当初予算で計上済みの１，０００万円を差し引いた残

額、前年度繰越金の５，８３６万３，０００円を増額するものでございます。 

  １８ページ、１９ページをお開きください。 

  ７款１項組合債につきましては、御殿場消防署高規格救急自動車更新事業実施に当た
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り、組合債を３４０万円増額し、１，５９０万円とするものでございます。 

  以上、議案第５号の内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（髙橋利典君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  これより、議案第５号「令和２年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第１号）について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（髙橋利典君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（髙橋利典君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  この際、本席より諸般の連絡をいたします。 

  来る１０月１９日午後１時３０分から９月定例会を再開いたしますので、定刻までに
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議場に御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

                              午後２時１３分 散会 
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令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会会議録(第２号) 

令和２年１０月１９日（月曜日） 

○議 事 日 程 

 令和２年１０月１９日 午後１時３０分 開議 

 日程第 １  認定第 １号 令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入 

               歳出決算認定について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１１名） 

 １番 田 代 耕 一 君         ２番 勝間田 幹 也 君 

 ３番 本 多 丞 次 君         ５番 髙 橋 靖 銘 君 

 ６番 室 伏   勉 君         ７番 佐 藤 省 三 君 

 ８番 小 林 恵美子 君        １０番 薗 田 豊 造 君 

１２番 岩 田 治 和 君        １３番 髙 橋 利 典 君 

１４番 高 畑 博 行 君 

○欠席議員（１名） 

１１番 菅 沼 芳 德 君 

○説明のため出席した者 

 管 理 者        若 林 洋 平 君 

 副 管 理 者        池 谷 晴 一 君 

 副 管 理 者        勝 又 正 美 君 

 会 計 管 理 者        芹 澤 勝 徳 君 

 事 務 局 長        勝間田 邦 雄 君 

 消 防 長        勝間田 誠 司 君 

 庶 務 課 長        勝 又 久 生 君 

 事務局次長兼資源循環課長        岩 田 秀 也 君 

 事務局次長兼衛生センター所長        岩 田 隆 夫 君 

 消防次長兼管理課長        小 澤   進 君 

 予 防 課 長        外 山 貴 彦 君 

 警 防 課 長        小 林 真 人 君 

 通 信 指 令 課 長        野 木 幹 雅 君 

 御 殿 場 消 防 署 長        谷 中   修 君 

 小 山 消 防 署 長        込 山 眞 治 君 

 御殿場消防署副署長        芹 澤 良 信 君 
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 御殿場市経済外交戦略監        瀧 口 達 也 君 

 御 殿 場 市 企 画 部 長        井 上 仁 士 君 

 御 殿 場 市 総 務 部 長        山 本 宗 慶 君 

 御 殿 場 市 環 境 部 長        志 水 政 満 君 

 小 山 町 副 町 長        大 森 康 弘 君 

 小山町企画総務部長        野 木 雄 次 君 

 小山町住民福祉部長        小 野 一 彦 君 

○職務のため出席した事務局職員 

 庶務課総務スタッフ課長補佐        込 山 次 保 

 庶務課総務スタッフ主任        佐 藤 麻 子 

 庶務課総務スタッフ主任        稲   優 子 

 庶務課総務スタッフ主任        林   寛 隆 

 

 

 

○議長（髙橋利典君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので会議は成立いたしました。 

  ただいまから、令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を再開いたし

ます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開議 

○議長（髙橋利典君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（髙橋利典君） 

  この際、諸般の報告をいたします。 

  １１番 菅沼芳德議員から、所用のため本日の会議を欠席する旨、届出がありました

ので、御報告いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第２号）のほか、参考資料として令和元

年度決算質疑区分一覧表、以上でありますので、御確認ください。 

○議長（髙橋利典君） 

  日程第１ 認定第１号 「令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳

出決算認定について」を議題といたします。 
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  お諮りいたします。 

  本案につきましては、過般の本会議において説明がなされておりますので、内容説明

は省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（髙橋利典君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案に対する内容説明は省略し、直ちに質疑に入ります。 

  まず、歳入について質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入の質疑を終結いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  続いて、歳出の質疑に入ります。 

  まず、１款議会費、２款総務費、３款衛生費について質疑ありませんか。 

  １４番 高畑博行議員 

○１４番（高畑博行君） 

  １４番、高畑博行です。私は衛生センターの施設管理費の⑤施設修繕整備事業費につ

いて、１点質問をさせていただきます。 

  決算書、２２、２３ページ、３款２項２目し尿処理費の説明欄２、施設管理費の⑤施

設修繕整備事業に６，０００万円余の歳出がなされています。事務局長の説明によれば、

これは平成２９年に策定した衛生センター長寿命化総合基本計画にのっとった４０キロ

沈殿槽内部装置や各種機械の修繕及び部品交換に要したものだという説明がありました。 

  衛生センターは昭和６０年３月に完成した大変老朽化が顕著な施設であり、今後１０

年先の２０３０年には新たな建て替え、供用開始という長期的計画が示されています。

ということは、今後１０年間は各種装置や機械の修繕、部品交換等の相当な手当をしな

がら、施設のリニューアルがなされるまでは使っていくのか、大変心配されるところで

あります。 

  今後も、毎年６，０００万円程度の修繕費で済む見通しなのか、まだ、１０年ありま

すから、大幅な改修もあり得るのか、その点を伺いたいと思います。 

○議長（髙橋利典君） 

  衛生センター所長 

○衛生センター所長（岩田隆夫君） 

  私からは、３款２項２目し尿処理費、施設管理費の⑤施設修繕整備事業の今後の見通
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しについてお答えします。 

  今後の衛生センター施設管理につきましては、新施設稼働までの間、大規模な修繕や

更新工事は必要最小限にとどめるとともに、施設使用終了間際に多額の費用のかかる修

繕等を実施しないよう計画し、修繕整備費の縮減と平準化に努めておりますので、現在

の修繕整備費の規模を今後数年間維持したのちは、徐々に減額しながら新施設へ引き継

ぎたいと考えております。 

  したがいまして、不測の事案が発生しない限り、大幅な改修等は現在計画しておりま

せん。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

  （「終わります。」と高畑博行君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １０番 薗田豊造議員 

○１０番（薗田豊造君） 

  １０番、薗田豊造です。私は歳出の不用額についてお尋ねします。 

  令和元年度の歳出の不用額は、合計５，４９７万４，４５９円であります。前年度の

不用額１億２，２８９万３，５２４円を大きく下回っておりますが、元来、予算編成に

おいては、こうしたものが出ないように十分御配慮がなされていると思います。予期せ

ぬ事情によりこうしたものができることは承知しておりますが、それでも多額の不用額

が出た場合は、その理由を明らかにしておく必要があると思います。 

  そうした中で、今回は管理において１，０００万円を出るものについて質問します。 

  まずは、附属資料のページ４、５ページ、３款衛生費のうち２項２目し尿処理費の不

用額が１，０６４万１，５７６円と前年度の５２１万円を大きく上回っています。この

理由についてお伺いします。 

○議長（髙橋利典君） 

  衛生センター所長 

○衛生センター所長（岩田隆夫君） 

  ３款２項２目し尿処理費の不用額についてお答えします。 

  不用額の主なものは、１１節の光熱水費が、原油価格の下落に伴い電気料のうち燃料

費調整額が低下したことなどで４９４万円余、１３節の委託料が、諸設備点検整備業務

委託の入札差金などで３５８万円余の不用額が発生したものであります。 

  いずれにいたしましても、市町からの負担金で賄っている会計ですので、今後も内容

を精査した執行並びに予算編成に努めてまいります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 
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○議長（髙橋利典君） 

  １０番 薗田豊造議員 

○１０番（薗田豊造君） 

  再質問させていただきます。 

  １３節の委託料の不用額が入札差金であるとの御答弁でした。こうした業務は特殊性

があるので、業者も限られてくると思います。また、業務がマンネリ化されないよう十

分な御配慮をなされていると思いますが、それらを踏まえて質問させていただきます。 

  今回の入札には何社で、入札方法はどのようなものがあったかをお尋ねします。 

○議長（髙橋利典君） 

  衛生センター所長 

○衛生センター所長（岩田隆夫君） 

  再質問の１３節委託料の入札についてお答えします。 

  諸設備点検整備業務委託の入札に関しましては、水処理施設という特殊性に鑑み、国

内で同様の施設の建設整備に携わり、かつ、当組合に指名参加願いの出ている５社によ

る指名競争入札を実施したものであります。 

  以上、お答えといたします。 

  （「終わります。」と薗田豊造君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ７番 佐藤省三議員 

○７番（佐藤省三君） 

  ７番、佐藤省三です。決算書１８ページ、３款１項１目斎場費について伺います。 

  ２１ページ、備考欄①施設修繕費５０６万６，５２０円及び③維持管理費２，８１６

万７，０２６円について、それぞれどんな事業を行われたのか、具体的に伺いたいと思

います。 

  また、斎場の施設は修繕後まだ間がないと思われますが、現在の施設においてどの程

度まで今後活用していく予定か伺います。 

  以上です。 

○議長（髙橋利典君） 

  庶務課長 

○庶務課長（勝又久生君） 

  それでは、御質問頂きました斎場費の関係についてお答えいたします。 

  まず、施設修繕費についてですが、主に、定期点検の結果必要となった火葬炉の修繕

を実施したものです。具体的には、１号炉から３号炉及び動物炉の台車ブロックの交換、
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１号炉から３号炉の再燃炉の床アーチ修繕等を実施いたしました。 

  維持管理費については、斎場の受付・案内、火葬炉の運転、日常的な清掃・点検等に

関する「斎場火葬等業務」の委託料が大部分を占めておりますが、そのほかは、火葬炉、

空調機器等の各種設備の保守点検、床面の定期清掃や施設の機械警備等の業務委託に要

した経費が主なものです。 

  今後についてですが、平成３０年度に策定した公共施設総合管理計画の中で、斎場に

関しては、令和２０年度を目途に更新する予定となっておりますので、それまでの間は、

計画的に修繕等を実施し、適正な維持・管理に努めてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と佐藤省三君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １２番 岩田治和議員 

○１２番（岩田治和君） 

  １２番、岩田治和でございます。私のほうから２点ほど質問させていただきます。 

  まず、決算書の１６ページ、２款総務費の関係で伺います。 

  総務費の決算額が３億４，４００万円ほどになっていますが、昨年度に比べ１億４，

７００万円ほど多く、率にして約７５％の大幅な増額になっています。この増額になっ

た要因は何であるのかお伺いいたします。 

  ２点目は、決算書２０ページ、３款２項１目塵芥処理費の決算額は９億８，０００万

円ほどになっております。昨年度に比べ２億円ほど率にして１７％ほどの大幅な減額に

なっております。その要因は何であるのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋利典君） 

  庶務課長 

○庶務課長（勝又久生君） 

  私からは、１点目の、２款総務費の増額の要因についてお答えいたします。 

  総務費の決算額が増額となった主な要因は、退職者数の増に伴う退職手当の増、並び

に基金元金の積立金の増によるものです。 

  退職手当については、平成３０年度の退職者が２名であったのに対し、令和元年度は

６名が退職されたため、１億１，６００万円余の大幅な増となりました。 

  積立金については、平成３０年度は職員退職手当基金に５，０００万円を積み立てた

のに対し、令和元年度は今後想定される各施設の更新・整備に備えて、諸施設整備等基

金に８，４００万円を積み立てたため、前年度と比較して決算額が大きくなったもので
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す。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋利典君） 

  資源循環課長 

○資源循環課長（岩田秀也君） 

  それでは、私から２点目の御質問についてお答えいたします。 

  決算額が減額になった要因についてですが、平成３０年度の決算で繰越明許となって

おりました旧施設管理費、固形燃料化施設ＲＤＦセンター解体事業が完了したため、減

額になったものでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と岩田治和君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて１款、２款、３款の質疑を終結いたします。 

  次に、４款消防費、５款公債費、６款予備費について質疑ありませんか。 

  １０番 薗田豊造議員 

○１０番（薗田豊造君） 

  １０番、薗田豊造です。先ほどと同じように、不用額について再度聞きます。 

  ４款の消防費について、これから４点ほどお伺いします。 

  １点目は、４款１項１目常備消防費の備考欄、予備費充用１０２万９，０００円の内

容及び不用額１，９６０万円余の内容についてお伺いします。 

  ２点目は救急出動状況についてお伺いします。 

  附属資料２５ページの救急出動状況は４，８６４件で、令和元年度ありました。その

うち搬送数が３６６件となっています。こうした中で、救急車を要請したにも関らず搬

送を拒んだり、緊急性がないのに救急車を要請した事案はどのように対応しているので

しょうか、お伺いします。 

  ３点目になります。３点目として、救急要請から現場到着までの所要時間について、

全国的に見てどのような状況なのか、また所要時間を短縮するために、どのような対策

を講じているのか、お伺いします。 

  最後の４点目です。最近、救急車の現場滞在時間が長いように思われます。その要因

と、滞在時間を短縮するために、どのような対策を講じているのか、その４点について
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お伺いします。 

○議長（髙橋利典君） 

  管理課長 

○管理課長（小澤 進君） 

  私からは１点目の御質問にお答えします。 

  初めに、予備費充用１０２万９，０００円の内容ですが、これは、消防本部車庫のシ

ャッターが故障し、開閉困難となり、出動に支障を来したため、緊急修繕を実施したも

のです。 

  次に、不用額１，９６０万円余の内容ですが、節ごとの主な不用額は、職員手当４１

２万円余、需用費４２１万円余、備品購入費２２０万円余、負担金３２０万円余などと

なりますが、事業ごとでは、大きな不用額はございませんでした。 

  また、不用額の要因としましては、職員１５２名分の各種職員手当の残額、備品購入

などによる入札差金、消耗品・光熱水費の節減、県枠配分による救命士養成研修１名減

による負担金の減額などが、主な要因となります。 

  今後も、消防職員一同、市町民の安心・安全を守りつつ、経費の節減に努めてまいり

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋利典君） 

  御殿場消防署長 

○御殿場消防署長（谷中 修君） 

  私からは、２点目から４点目の質問についてお答えをさせていただきます。 

  まず初めに、「救急要請したにもかかわらず搬送を拒んだり、緊急性がないのに救急

要請し不搬送となった際の対応について」ですが、救急隊は、緊急に搬送する必要のあ

る傷病者を適切な医療機関等へ搬送することを任務としております。しかし、傷病者本

人または関係者等から搬送拒否や緊急搬送の必要がない旨の意思表示を受けた場合、当

事者の意思に反し強制的に搬送することはできません。 

  このような場合、観察結果を基に医療機関への受診の必要性を説明し、搬送を促しま

すが、それでも意思が変わらない場合には、救急隊が不搬送で引き上げることについて、

本人または関係者の同意のもと、容体が急変した際にはちゅうちょなく再度救急車を要

請してもらうよう伝えた上で、現場を引き上げるなどの対応をしております。 

  次に「救急要請から現場到着までの所要時間及び現場到着時間短縮のための対策」に

ついてですが、総務省消防庁が発出しております消防白書によりますと、平成３０年度

における現場到着までの所要時間の全国平均は８．７分となっております。一方、当本

部では７．８分であり全国平均に比べ約１分程度短縮しております。 
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  現場到着時間の短縮が図れた要因として、当本部では、全ての救急隊がＧＰＳ機能に

より動態管理され、現場に最も近い救急隊を選択し指令をかける直近隊編成システムが

構築されているほか、救急隊に対し事前に出動準備をさせるための予告指令システムな

どの対応策によるものと考えております。 

  最後に「救急車の滞在時間が長くなっている要因及び現場滞在時間短縮のための対策

について」ですが、意識低下を伴うショック症状や心肺停止など重篤な傷病者が発生し

た際は、現場において救急救命士が医師の指示のもと、器具を用いた気道確保、静脈路

確保及び薬剤投与等、様々な高度救命処置を実施するため、必然的に現場滞在時間は長

くなっております。 

  このような状況に対し活動時間短縮を図るため、救急救命士が的確な救命処置を行え

るよう、日々訓練等を通じて隊員相互の技能向上に努めているほか、より迅速に活動で

きるようポンプ隊が同時出動し、救急救命士が行う救命処置に対する補助や、搬送困難

な場所から迅速に車内収容するための搬送補助など様々な対応策により活動時間の短縮

に努めているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と薗田豊造君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １４番 高畑博行議員 

○１４番（高畑博行君） 

  １４番、高畑博行です。常備消防費の消防事業費の③救急高度化事業について質問を

させていただきます。 

  決算書２４、２５ページ、４款１項１目常備消防費の説明欄３、消防事業費の③救急

高度化事業１，４３６万円余の歳出の内容説明では、救急救命士の養成や病院研修に要

した経費という説明でしたが、研修等に要した額としてはかなりの額です。救急救命士

の養成は何人を延べ何日派遣したのか、またその内容は、病院研修には何人を延べ何日

派遣したものなのか、詳細な説明を伺います。 

○議長（髙橋利典君） 

  管理課長 

○管理課長（小澤 進君） 

  ただいまの御質問にお答えします。 

  初めに、救急救命士の養成について、御説明いたします。 

  令和元年度は、２名の職員を養成しております。研修期間は６か月半で、実質の研修

日数は１２６日です。 
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  研修内容につきましては、救急救命士国家試験の受験資格を得るための座学や実習で

ございます。 

  なお、２名は救急救命士国家試験に合格しております。 

  次に、病院研修ですが、救急救命士国家試験に合格した職員が、救急隊配属前に実施

する病院研修に２名、各２０日間、延べ日数は４０日。 

  また、救命士の、知識技術の向上のために実施します病院研修に２７名、各３日間、

延べ日数は８１日となります。 

  その他、医療行為実習のための病院研修に３名、延べ日数３４日となります。 

  続いて、これら研修に要した経費ですが、救急救命士養成研修は、２名分で４４２万

円余、また、各種病院研修に係る経費は合計で１０８万円余でございます。 

  以上が、研修に係る経費ですが、同事業内の、その他、主なものとして、救命士が使

用する医療器具である半自動除細動器などの備品購入費に３６０万円余、救急資器材の

保守点検約１１３万円余、消耗品２３０万円余などで、その他、手数料、修繕料などと

なります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と高畑博行君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番 勝間田幹也議員 

○２番（勝間田幹也君） 

  ２点、お聞きいたします。 

  まず、１点目、決算書２４から２５ページ、４款１項１目常備消防費、備考欄１、人

件費の③職員１５２人についてお聞きします。 

  令和元年度、消防職員の充足状況と今後コロナ禍での職員配置についてお聞きいたし

ます。 

  次に、２点目、同じページ、備考欄、その下の３、消防事業費の⑥東京オリンピッ

ク・パラリンピック事業についてです。説明ですと、警備に必要な物品の購入とのこと

ですが、購入内容とオリンピック・パラリンピックの終わった後の活用方法について、

合わせてお聞きいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  管理課長 

○管理課長（小澤 進君） 

  私からは、１点目の御質問にお答えします。 

  令和元年度、消防職員の充足状況から御説明します。 



- 32 - 

  条例定数１６０人のところ、令和元年度の消防職員数は１５３人です。 

  なお、御殿場市などとの人事交流の関係で、常備消防費から給与を支出している職員

は１５２人となっているものでございます。 

  また、令和元年度は、消防学校教官、オリンピック・パラリンピック組織委員会への

派遣により、消防職員の実員数は１５０人でした。これは、過去１０年間ほぼ同様の状

況となっております。 

  なお、現在の全国的な消防を取り巻く状況は、増加の一途である救急出動や建物の高

気密化などによる新たな火災戦術、自然災害の多発・大規模化などによる災害出動の増

加及び活動時間の長時間化など、職員一人一人の負担が年々大きくなっているものでご

ざいます。 

  当消防本部においても同様の状況ですが、当本部は、さらに、東名高速道路の災害対

応、富士山の山岳救助など、長時間の災害対応を余儀なくされております。 

  これらの災害対応時に、市町内での災害が重複することも多くあります。現在は対応

できておりますが、今後、新東名の開通により、さらに出動範囲が拡大することから、

現在の救急車数、職員数での対応で可能か危惧しております。 

  続いて、今後のコロナ禍での職員配置につきましては、職員間の感染拡大を最小限に

抑えるため、現在の２部制勤務から、臨時的に３部制勤務に変更するなど、消防力が低

下しない職員配置、勤務体制を計画しております。しかし、現在の職員数では消防力の

低下が懸念されているところでございます。 

  以上のことから、消防では、今後、増加する救急出動、災害活動の長時間化、複雑多

様化する災害出動及びコロナ禍など感染症対応も踏まえ、市町民の安心・安全を確保し、

また職員の労務管理及び安全管理も考慮した、職員の適正配置、職員数の適正化など、

消防力の強化策の検討を進めてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋利典君） 

  警防課長 

○警防課長（小林真人君） 

  私からは、２点目の御質問の東京オリンピック・パラリンピック事業についてお答え

申し上げます。 

  主な事業は、テロ災害等発生時に必要な資機材の整備で、具体的には、化学剤等に汚

染された傷病者を水で洗い流すためのシャワー、テント及び附属品、除染作業等を行う

消防隊員用の化学防護用品の整備でございます。 

  購入した資機材は、オリンピック・パラリンピック終了後も、テロ災害や化学物質漏

えい事故等の災害に対応するため使用可能なものでございます。 
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  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と勝間田幹也君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

○議長（髙橋利典君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて４款、５款、６款の質疑を終結いたします。 

  次に、歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

  １４番 高畑博行議員 

○１４番（高畑博行君） 

  １４番、高畑博行です。焼却センター稼働状況について、１点質問をさせていただき

ます。 

  附属資料１６ページのごみ処理データ及び発電データについて伺います。 

  ごみ処理データを見ますと、ごみに関しても汚泥に関しても、５月の焼却量が他の月

と比較すると２分の１から３分の１です。また発電データも同様の減少を示しています。

この月だけが極端に焼却量が少なかったのは、何らかの理由で稼働中止があったのでし

ょうか。それともほかの理由があれば教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋利典君） 

  資源循環課長 

○資源循環課長（岩田秀也君） 

  ただいまの御質問についてお答えいたします。 

  焼却量及び発電量が減少している理由につきましては、焼却センター施設の長寿命化

計画に基づき、昨年５月に焼却炉２炉を順次停止し、総合的な定期点検や法定検査及び

その結果により修理や補修等を実施しております。そのことにより、焼却量及び発電量

につきましても他の月と比較すると減少しているものです。 

  また、５月に発電設備の点検を実施し安定した稼働を見込め、また、売電単価が夏季

料金の７月から９月までがほかの期間より高いため、７月前の期間に点検を実施するの

が効率的であるものと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます 

  （「終わります。」と高畑博行君） 

○議長（髙橋利典君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 
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○議長（髙橋利典君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入歳出全般について質疑を終結いたします。 

  以上で、認定第１号に対する質疑を終結いたします。 

○議長（髙橋利典君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（髙橋利典君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより、認定第１号「令和元年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計歳入歳出

決算認定について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（髙橋利典君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

○議長（髙橋利典君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  これにて令和２年御殿場市・小山町広域行政組合議会９月定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

                              午後２時１２分 閉会 
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